
１

全ての子どもの育ちを応援する

就労要件を問わず、保育所等に通って
いない子に「家族以外の人と関わる機会」
を届ける新しい制度です。

・対象︓０歳６か月〜満３歳未満

・保護者の就労要件は問いません

・在園児以外の家庭との新たなつながりを
持つことができます

２



令和8年度から
・全国での給付制度としての本格実施
（令和7年度より給付額の増額）
・広域利用の開始
（市外の子どもも利用可能）

３

安定的な運営のため、公募には以下の要件があります。

４

直近３か年の
連続した

損失計上なし

公租公課の
滞納なし

暴力団の排除要件
のクリア

※他にも、耐震対策、防犯及び事故防止、非常災害対策、帳簿の整備 等があります。
※社会福祉法人及び学校法人以外の者による認可申請においては、別途要件があります。
（実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する知識又は経験を有すること、等）



保護者や園の状況に合わせて、柔軟に利用できます

保護者が
市システムで
認定申請

センターが
認定通知書
交付

国システムで
面談予約や
利用予約

利用開始

５

月10時間まで（1回1時間以上、30分単位）

定期利用も、柔軟利用も可能

300円（標準額）※生活保護受給者等への減額措置あり

市外のお子さまも利用可能

幼稚園
※満3歳〜小学校就学前

保護者の就労要件にかかわらず、0歳6か月から満3歳未満の子どもが利用
できる新たな選択肢です
（保育所等を利用していない子が対象 ※認可外保育施設（企業主導型を除く）を利用中のお子様も対象になります。）

６



一時保育が「保護者の必要性」を主目的とするのに対して、
こども誰でも通園制度は「子どもの育ち」を主目的とします。

項目 こども誰でも通園制度 一時保育

制度目的

位置づけ

利用料

７

幅広い施設が対象となります。
対象となる施設類型と「一般型」での実施

今回の公募は「一般型」で実施します
①在園児合同型︓在園児と過ごす／必要に応じて、
誰でも通園の子ども専用の部屋を設けることも可

②専用室独立型︓誰でも通園の子どもだけで過ごす

① ②

８



部屋の考え方に基づく「認可方法」
こども誰でも通園制度を実施する部屋の「認可方法」は３つに分かれます。

※賃貸物件の保育所等は、保育室等は認可できず、多目的室等の共用認可のみ可。
※認可の考え方は施設類型によって異なるため、所管課にご相談ください。

９

職員配置と面積の基本ルール
子どもが安全に過ごせるよう、一定の基準が設けられています。

乳児室・ほふく室
3.3㎡以上／人

保育室・遊戯室
1.98㎡以上／人

10

半数以上は保育士／原則2名以上の配置



定員内訳の柔軟な設計
ぴったりの面積（1.98㎡×6人分）（例）2歳児×6人
広 め の 面 積 （3.3㎡×6人分）︓年齢の内訳を、柔軟に設定が可能

ぴったり︓2歳児で6人 広め︓0〜2歳児を柔軟に設定可能

1１

一体的運用について
保育所や認定こども園等と一体的に運営される場合、併設施設の職員の支援
を受けることで、条件付きで、専従職員を1名にできるケースがあります。

併 設 施 設（保育所等） 誰でも通園制度の保育室
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13

子育て支援員の取り扱い

従事できる職員は、「保育士」と「子育て支援員」です。
※こども誰でも通園制度の従事時間以外は、併設施設での従事も可能です。

・保育士
・子育て支援員（※以下、要件の一例）

R8年度︓「地域型保育」又は「一時預かり事業」
の専門研修を修了＋「習熟度チェックリスト」

R9年度︓「こども誰でも通園制度」の専門研修を
修了

保育士資格なし かつ
子育て支援員としての専門研修を
未受講

職員の取扱い（保育所等）
従事する時間と、それ以外の時間を切り分けて取り扱います。

14

公定価格の職員配置
として記載不可

公定価格の職員配置
として記載可

※ こども誰でも通園制度の専従職員は、運営費補給金の格付対象外となります。



【開所時間と利用可能枠】
・利用定員は２人以上
・毎週１日以上、１日３時間以上
※時間帯を分けた開所 も可能です。

・１か月「３６０時間」が上限
（定員×時間×日数）

３人 6時間 20日

9︓00〜12︓00 12︓00〜16:00

【食事の提供（任意）】
・食事の提供は、必須ではありません（弁当持参も可）。
・提供する場合は、衛生管理やアレルギー対応等が必要です。

園の状況に合わせて、無理のない開所スケジュールを組めます。
柔軟な開所時間と食事の取り扱い
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日々の運用と開始までの準備
システムの利用 と 保険の加入が必要になります。

【こども誰でも通園制度総合支援システムの利用】
国システムを利用して、面談予約・利用受付・請求書作成等
を行います。

【開始までの準備】
・施設賠償責任保険等の加入が必須となります。
・会計区分は、その他の事業の会計と区分が必要です。
（例）社会福祉法人の場合、第二種社会福祉事業のサービス区分に定める等
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※利用料300円（標準額）およびキャンセル料も徴収することができます。

基本の運営費と各種加算

17

施設の状況や子どもへの対応に応じた様々な加算があります。
公定価格「各種加算」の全体像

18

障害児加算

賃借料加算

保護者支援面談加算

障害児を受け入れた場合
600円／1時間

要支援家庭の子ども加算
支援が必要な家庭の子どもを

受け入れた場合
600円／1時間

医療的ケア児加算
看護師等を配置し、医療的ケア児を

受け入れた場合

2,500円／1時間

初回対応加算
初回利用児に事前・事後面談を

行った場合
0歳児︓1,700円／1回

1・2歳児︓1,400円／1回

実施場所を賃貸で確保している
場合

200円／1時間

保護者と面談し、相談対応を
行った場合

1,400円／1回

※その他、生活困窮家庭等を対象とした負担軽減加算もあります。



開設時の負担を減らす「開設準備補助」
開設に必要となる備品の購入や、安全対策の改修費を一部補助します。

【補助の対象となる経費】
・備品および消耗品
・安全対策等のための改修費など
※リース契約の備品等は対象外です。

【補助のスケジュール】
期限︓交付決定後に購入等を行い、必ず令和8年9月30日までに納品完了すること。
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（名古屋市HPより）
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（事前相談書 参考）
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園の新たな魅力を、一緒につくりませんか︖

約2,000人以上
（令和8年3月末時点）
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「まずは事前相談」から、お待ちしております︕

子ども青少年局 保育部 幼保企画課
・事前相談の受付時間︓9︓30〜17︓00

（12︓00〜13︓00を除く）
・受付方法 ︓電子メール 又は 電話
メールアドレス︓
a2524-04@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp

・メール件名︓【施設名】【事前相談】誰通公募
・電話番号 ︓052-972-4660

24

mailto:a2524-04@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp

